
4.4 「かやぶきの里」北集落前の整備

【基本方針】美山の観光拠点の一つである「かやぶきの里」北集落前において、

魚類等の生息に配慮しつつ、周辺景観とも調和のとれた河川整備を行

い、川とのふれあいの場を創出する。

整備にあたっては、

・隣接する駐車場や対岸からの歩行動線の確保

→階段工、低水護岸（遊歩道）、飛び石の設置

・周辺景観との調和

→既設コンクリート護岸の自然石による修景

・水衝部対策

→自然石による水制工の設置

・魚類等の生息

→自然石による根固工の設置

・治水安全度の確保

→左岸側の一部掘削

などを基本としつつ、美山川にふれあい、その魅力を感じ、さらに地域振興により

一層の拠点となるよう、今後、ワークショップ等により地元をはじめ多くの人々の

意見を十分聴きながら計画づくりを行い、整備を進めていく。

図 4.4.1 北集落前の平面計画（案）
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◆飛び石

右岸側の遊歩道と左岸側の河原の動

線を結ぶために、飛び石を設置する。

飛び石は、景観に配慮して自然石を

用いる。

◆階段

遊歩道の上下流端に階段を設置

する。

階段は治水に配慮して下流向きの

引き込み型とする。 また、周辺景観

との調和を考え、自然石を用いる。

◆遊歩道

長除大橋～下流の駐車場間

において、美山川の水辺を散策

できるように遊歩道を設ける。

◆根固め水制工

飛び石付近の洗掘を緩和さ

せるために、その上下流に、

根固工の一部を突出させた根

固め水制工を設置する。
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図 4.4.2 北集落前の横断計画（案）

●自然石による修景

護岸と周辺景観との
調和を図るために、既
設コンクリート護岸の前
面に自然石を貼り付
け、石垣風にする。

雑草・樹木等の伐採

●砂州の一部掘削

遊歩道による河積阻害分、左岸側
砂州の一部を掘削し、治水安全度を
確保する。

なお、掘削により、水辺を緩傾斜
化し、左岸側からの親水性も向上さ
せる。

さらに、既存の雑草・樹木等を一
部伐採し、水辺への動線を確保する。

●根固工

水衝部のため、低水護岸の根
固めとして自然石を設置する。

自然石は、低めに設置して現
況の淵を保全し、さらに空隙
は、動植物の生息場となる。

●低水護岸（遊歩道）の設置

水衝部のため、既設護岸の前面に自
然石による低水護岸を設け、その天端
を遊歩道とする。
遊歩道は、自然の小径をイメージし、

表面は石畳や覆土により修景する。
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